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電源等の価値* 取引される価値（商品） 取引される市場

実際に発電された電気

発電することが出来る能力

短時間で需給調整できる能力

非化石電源で発電された電気
に付随する環境価値

 電力システム改革において、日本の電力市場においては、電気の価値を以下のように細分化した
上で、それぞれの価値を取引する市場が整備されている。容量市場は、発電することができる能力
（kW価値）を取引する市場。

日本の電力市場で取引される価値

容量（供給力）
【kW価値】

調整力
【ΔkW価値】

電力量
【kWh価値】

その他
【環境価値**】

卸電力市場
(ｽﾎﾟｯﾄ、ﾍﾞｰｽﾛｰﾄﾞ市場等)

容量市場

調整力公募
→需給調整市場

非化石価値取引市場

（*）上図は電源を想定して記載しているが、ネガワット等は需要制御によって同等の価値を生み出すことが可能。
また、一つの市場において、複数の価値を取り扱う場合も考えられる。

（**）環境価値は非化石価値に加えて、それに付随する様々な価値を包含した価値を指す。
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 容量市場は、発電事業者の投資回収の予見性を高め、再生可能エネルギーの主力
電源化を実現するために必要な調整力の確保や、中長期的な供給力不足に対処す
ることを目的として創設された。

容量市場の概要①（制度の目的）
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容量市場の概要②（オークションの実施時期）

電力広域的運営推進機関 HPより抜粋

• 供給力（kW）の確保は、実際に電気を使用する年（実需給年度）の4年前にオークション方
式で実施。このオークションは毎年、広域機関が開催。
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容量市場の概要③（供給力確保のためにそれぞれが担う役割）

電力広域的運営推進機関 HPより抜粋

• 容量市場のオークションに応札できる方は、発電所などを所有している事業者（発電事業者な
ど）であり、応札した事業者がオークションで落札した場合、4年後に供給力を提供することで対価
を受け取ることができる。

• 一方、小売電気事業者は、電気事業法によって、電気を送るための供給力を確保することが求め
られているため、小売電気事業者は、容量市場で確保した供給力の費用を負担する形で容量市
場に参加していくこととなる。（一般送配電事業者も費用を負担する。）
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容量市場の概要④（経過措置）

電力広域的運営推進機関 HPより抜粋

• 2020年の容量市場の新規導入にあたり、導入当初においては、費用負担する小売電気事業者
の事業環境の激変緩和の観点から、一定期間、落札した発電所などへの支払額を一定の率で
減額する経過措置を設けている。

• 経過措置の対象電源は、2010年度末までに建設された電源。

• 応札した発電事業者などが受け取る金額（容量確保契約金額）を減額することで、小売電気
事業者が負担する金額（容量拠出金）を減額する仕組み。減額幅（控除率）は段階的に減
少していき、実需給年度が2030年度分以降、ゼロとなる。
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容量市場の概要④（逆数入札） 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会
制度検討作業部会

（第43回会合、2020/10/13）
資料3-2を一部加工



2020年度実施 容量市場メインオークション
（対象実需給年度：2024年度）の約定結果①
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電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会
制度検討作業部会

（第43回会合、2020/10/13）
資料3-2より抜粋



2020年度実施 容量市場メインオークション
（対象実需給年度：2024年度）の約定結果②
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電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会
制度検討作業部会

（第43回会合、2020/10/13）
資料3-2より抜粋



容量市場の来年度に向けた検討①
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電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会
制度検討作業部会

（第42回会合、2020/9/17）
資料3-3より抜粋



容量市場の来年度に向けた検討②
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電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会
制度検討作業部会

（第42回会合、2020/9/17）
資料3-3より抜粋


